
仕様書 
海上保安学校 

１ 件名 
   海上保安学校特定建築物等維持管理（総務） 
 
２ 履行期間 
  契約締結日から令和８年３月３１日までの間 
 
３ 対象建築物所在地 
   海上保安学校 （京都府舞鶴市字長浜２００１番地） 
 
４ 実施項目 
（１）特定建築物等維持管理業務 
 ア 空気環境の調整 
    対象建築物の室内の空気環境の調整を行なうもので、詳細は別添１のとお

りとする。 

イ 給水設備の管理 
 飲料水及び雑用水の水質等にかかる検査を行なうもので、詳細は別添２

のとおりとする。 

ウ 排水設備の管理 
    排水設備の清掃を行なうもので、詳細は別添３のとおりとする。 

エ ねずみ等の防除 
    ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある

動物の発生及び侵入の防止並びに駆除を行なうもので詳細は別添４のとお

りとする。 
 ※「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせる恐れのある動物」

とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生

害虫のように病原微生物を媒介する動物のこと。 

オ 照明設備の管理 
    執務室等の照度を測定するもので、詳細は別添５のとおりとする。 

※ア～オの各作業実施周期は別添６のとおりとする。 
 
５ 対象建築物内訳（配置は別添７、８のとおり） 
（１）本館 

〔構造〕RC－３ 延べ面積２，０１１㎡ 
〔空調〕ファンコイルユニット式（冷暖房） 

（２）教舎及び第一実験実習棟 
〔構造〕RC－４ 延べ面積６，３６６．８２㎡ 
〔空調〕ファンコイルユニット式（冷暖房） 
〔給水〕４０㎥形受水槽から供給 

（３）学生寮（仰青寮） 



〔構造〕RC－５ 延べ面積５，０６８㎡ 
〔空調〕パッケージ式（冷暖房）及びファンコイルユニット式（冷暖房）） 
〔給水〕高置水槽方式（水槽１５㎥） 

  ４０㎥形受水槽から供給 
（４）厚生棟 

〔構造〕RC－３ 延べ面積３，６１８㎡ 
〔空調〕ファンコイルユニット式（暖房のみ） 
〔給水〕学生寮高置水槽からの給水 

（５）青葉寮 
〔構造〕Ｓ－２ 延べ面積２，０８１㎡ 
〔空調〕ファンコイルユニット式（冷暖房） 

（６）第二厚生棟 
〔構造〕Ｓ－２ 延べ面積９９７㎡ 
〔空調〕ファンコイルユニット式（冷暖房） 

（７）総合実習棟（海青寮） 
〔構造〕S－６ 延べ面積５，７７２㎡ 
〔空調〕ファンコイルユニット式（冷暖房） 
〔給水〕屋内受水槽方式（水槽２４㎥） 

 
以上、７施設とする。 
うち、教舎及び第一実験実習棟は特定建築物に指定されている。 

      
６ 代金支払 

支払いは四半期毎に実施した項目を取りまとめ、受注者は検査職員による検査合

格後、海上保安学校の指定する様式により請求書を作成し、提出すること。 
なお、海上保安学校においては受注者から適正な請求書を受理した後、30 日以

内に受注者の指定する口座に請求代金を支払うものとする。 
   
７ その他 
（１）特定建築物等の維持管理は本仕様によるほか、建築保全業務共通仕様書（国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修）の最新版により行うこと。 
（２）特定建築物においては建築物環境衛生管理技術者を選任し、建築物衛生管理法

第４条の建築環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理業務を監督し、必

要があると認めるときは、特定建築物の維持管理権限者に対して意見を述べるこ

ととする。 
（３）業務実施中に事故・盗難及び火災防止には十分留意するとともに、施設内外の

異常を発見した場合は直ちに委託者へ通報すること。 
（４）本業務を実施するうえで、必要最低限以上の人数かつ適正な人員を配置するこ

と。 
（５）本業務を遂行するにあたり必要な光熱水料は委託者が負担するものするものと

し、その使用にあたって受託者は、常に善良なる管理及び効率的な使用を行わな

ければならない。 
（６）本業務において知り得た当庁の秘密事項は、他に漏洩してはならない。 
（７）業務従事者が故意又は重大な過失により、設備及び物品等に損害を与えた場合、



受託者がこれらを賠償するものとする。 
（８）本業務を履行するうえで疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。 
（９）本契約後は、各維持管理についての担当者と測定等の実施時期を定め、年間の

スケジュールを提出することとし、それに基づいて維持管理業務を実施すること。 
（10）本仕様書に記載の無い一般事項については、「海上保安学校入札・見積者心得

書」による。 
（11）本契約は、令和７年度予算成立を条件とする。 



別添１ 
 
空気環境の管理業務については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行うものとする。 
 

１．施設の空気環境については、以下のとおり測定すること。 
（１）測定内容、測定方法及び実施回数は下表のとおり。なお、測定にあたっては、居室の通常

の使用時間中に施設の各階ごとに、居室の中央部の床上７５ｃｍ以上１５０ｃｍ以下の位置

において、下表に掲げる測定器を用いて行うこと。測定器は下表と同程度以上の性能を有す

るものであれば可とする。 

測定内容 測定方法 実施回数 
浮 遊 粉 じ

んの量 
グラスフアイバーろ紙（０．３マイクロメート

ルのステアリン酸粒子を９９．９パーセント以

上捕集する性能を有するものに限る。）を装着し

て相対沈降径がおおむね１０マイクロメートル

以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器

又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該

機器を標準として較正された機器 

（２）イに掲げる箇所のみ

２ヶ月以内ごとに１回、そ

の他の箇所は１年以内に１

回 

一 酸 化 炭

素 の 含 有

率 

検知管方式による一酸化炭素検定器 

二 酸 化 炭

素 の 含 有

率 

検知管方式による二酸化炭素検定器 

温度 0.5 度目盛の温度計 
相対湿度 0.5 度目盛の乾湿球湿度計 
気流 0.2 メートル毎秒以上の気流を測定することが

できる風速計 

 
（２）測定箇所は次のとおりとする。 

ア 本館 １３室 
   １階 会計課事務室（69 ㎡）、訓練課事務室（69 ㎡）、航空・一般教養教官室（51 ㎡） 

小型船舶操縦教官室（50 ㎡） 
   ２階 総務課事務室（81 ㎡）、教務課事務室（53 ㎡）、人事厚生課事務室（50 ㎡） 
   ３階 航海教官室（67 ㎡）、機関教官室（51 ㎡）、主計教官室（50 ㎡）、情報通信・航

行援助・管制教官室（50 ㎡）、海洋科学教官室（64 ㎡）、警備救難教官室（51 ㎡） 
 イ 教舎及び第一実験実習棟 ２２室（別添８のとおり） 

   各階 固有教室（２２室） 
ウ 学生寮（仰青寮） １室 
   １階 学生課事務室（97 ㎡） 
エ 厚生棟 ３室 



   １階 調理事務室（20 ㎡）、調理室厨房（193 ㎡） 
   ２階 診療所診察室（44 ㎡） 

 
２．報告書の提出 

測定結果を報告書にまとめ、速やかに監督職員へ提出すること。なお、測定の結果、下記の

基準に適合しない場合は、その原因を推定するとともに、改善に関する意見等を付記すること。 

   空気調和設備を設けている場合の基準 
浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3 以下 
一酸化炭素の含有率 100 万分の 10 以下（＝10 ppm 以下） 

※特例として外気がすでに 10ppm 以上ある場合には 20ppm 以下 
二酸化炭素の含有率 100 万分の 1000 以下（＝1000 ppm 以下） 
温度 (1) 17℃以上 28℃以下 

(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を

著しくしないこと。 
相対湿度 40％以上 70％以下 
気流 0.5 m/秒以下 

 



別添３ 

 

排水設備の維持管理業務については、建築物環境衛生管理基準に従って行うものとす

る。 

 

１．排水設備の清掃の実施箇所 

（１）教舎 各階（１～４階） 便所 

（２）第一実験実習棟 1 階 調理実習室  

 

２．排水設備の清掃及び点検 

（１）清掃内容 

  ア 排水管（L85ｍ、φ80～φ100）は各階便所の掃除口から流水による高圧洗浄等によ

り清掃を行うこと。 

  イ 調理実習室内のグリス阻集器（800L×400W×850H）の汚水及び残留物質を排除す

ること。 

  ウ 流入管について、付着した物質を除去すること。 

  エ 排水管、（L85ｍ、φ80～φ100）及びグリス阻集器（800L×400W×850H）は、必要

に応じ、消毒等を行うこと。 

  オ 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理す

ること。 

（２）点検内容 

ア 排水管、（L85ｍ、φ80～φ100）及びグリス阻集器（800L×400W×850H）は封水深

が適切に保たれていることを確認すること。清掃後は内部の閉塞状況を確認し、清掃

の効果を確認すること。浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さ

びの発生の状況及び漏水の有無を点検すること。 

イ 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を点検する 

こと。 

（３）清掃及び点検回数 

   ６ヶ月以内に１回 

 

３．報告書の提出 

清掃及び点検の実施結果を報告書にまとめ、速やかに監督職員へ提出すること。 

なお、清掃及び点検の際に不具合を見つけた場合は、監督職員及び建築物環境衛生

管技術者に報告し、改善に関する意見等をアドバイスすること。 

 



別添４ 

 

ねずみ等の防除業務については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行うものとする。

なお、 ねずみ等の対策は、人や環境への影響を極力少なくする防除体系のもとに実施するため 

に、厚生労働省で示しているＩＰＭ（総合的有害生物管理）による管理対策を基本方針としている。 

 

１．防除作業内容 

（１） ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、当

該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、

防除作業を行うこと。 

（２） 食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が

発生しやすい箇所について、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措

置を講ずること。 

（３） 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ

等の侵入を防止するための措置を講ずること。 

（４） 殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに

建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。また、監督職員が指示した箇所に養

生を行うこと。 

（５） ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。 

 

２．実施箇所 

（１） 教舎及び第一実験実習棟  

１階 調理実習室（102 ㎡）、１～４各階便所（23 ㎡×４箇所）及びその配管周り 

（２） 厚生棟  

１階 調理室厨房（193 ㎡）、学生食堂（510 ㎡）、食器洗浄場（113 ㎡） 

（３） 第二厚生棟 

１階 第２学生食堂（160 ㎡） 

 

３．実施回数 

６ヶ月以内に１回 

 

４．報告書の提出 

調査及び防除を実施した状況を報告書にまとめ、速やかに監督職員へ提出すること。 

 

 

 

 

 



別添５ 

 

 各執務室の照度測定は、事務所衛生基準規則に基づき、以下のとおり実施することとする。 

 

１．測定方法及び使用機器 

 （１）測定方法 

   照度測定方法（ＪＩＳ C ７６１２）による。 

 （２）測定方法 

   照度計（JIS C １６０９）の規格品による。 

 

２．測定箇所は次のとおりとする。 
  ア 本館 １３室 
    １階 会計課事務室、訓練課事務室、航空・一般教養教官室、小型船舶操縦教官室 
    ２階 総務課事務室、教務課事務室、人事厚生課事務室 
    ３階 航海教官室、機関教官室、主計教官室、情報通信・航行援助・管制教官室、

海洋科学教官室、警備救難教官室 
  イ 教舎及び第一実験実習棟 ２２室（別添８のとおり） 
    各階 固有教室（２２室） 
  ウ 学生寮（仰青寮） １室 
    １階 学生課事務室 
  エ 厚生棟 ３室 
    １階 調理事務室、調理室厨房 
    ２階 診療所診察室 

 
 ※照度の基準 

上記ア～エ（エは調理事務室のみ）は１５０ルクス以上（JIS Z 9110 で３００ルクス以上

を推奨）、エ（調理室厨房、診療所診察室）は１５０ルクス以上（JIS Z 9110 で５００ルク

ス以上を推奨） 
 
３．実施回数 
  ６ヶ月以内に１回 
 

４．報告書の提出 

測定を実施した状況を報告書にまとめ、速やかに監督職員へ提出すること。なお、測定の結果、 
下記の基準に適合しない場合は、その原因を推定するとともに、改善に関する意見等を付記

すること。 



海上保安学校特定建築物等維持管理業務　　作業周期表 別 添 ６

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

本館　１３室

学生寮　１室

厚生棟　３室

教舎及び第一実験実習棟　２２室 ６回

衛生上必要な措置 第一実験実習棟（１階調理実習室） １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 １回／週 ５２回

第一実験実習棟（１階調理実習室）

厚生棟（１階調理室）

第一実験実習棟（１階調理実習室）

厚生棟（１階調理室）

教舎前受水槽

学生寮高置水槽

総合実習棟受水槽

排水設備の管理 清掃及び点検 教舎及び第一実験実習棟 ２回

教舎及び第一実験実習棟
（調理実習室、各階トイレ及び

その配管周り）

厚生棟（調理室、学生食堂）

第二厚生棟（学生食堂）

本館　１３室

学生寮　１室

厚生棟　３室

教舎及び第一実験実習棟　２２室

２回

作業回数

１回

２回

１回

１回

２回

照明設備の管理 照度測定 １回／６月 １回／６月

実施時期及び実施周期
管理業務名 作業名 作業場所

1回／年

１回／６月 １回／６月

ねずみ等の防除 ねずみ等の防除 １回／６月 １回／６月

１回／６月１日から９月３０日までの間給水設備の管理

貯水槽の清掃及び点検

水質検査（１２項目）

空気環境測定空気環境の管理

水質検査（１６項目）

１回／年

１回／２月 １回／２月 １回／２月 １回／２月 １回／２月 １回／２月

1回／６月
1回／６月

※１回目の水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、１１
項目



海上保安学校 特定建築物等維持管理業務 対象建築物 配置略図

ヘリポート

カッターダビッド

灯
台

車庫

グランド

ラグビー場

築山

本
館

教
舎
及
び
第
一

実
験
実
習
棟

体育館

舞鶴天文台

総合実習棟

講堂
（武道場）

小松が原

プ
ー
ル

学生寮
（仰青寮）

青葉寮

第二
厚生棟

青葉寮

別 添 ７

Ｎ
対象建築物 ：

厚生棟研修センター



５ 階

階段

４ 階 ４ 階

階段 階段 階段

３ 階 ３ 階

階段 階段 階段

２ 階 ２ 階

階段 階段 階段

１ 階 １ 階

階段 階段 階段

２９教室
３０名
60㎡

主計教材室 調理実習教室 30名 30名 武器実習室
正面玄関

図 書 館 測器実習室

55.35㎡

40㎡

入札室

水路
器材室

調理実習室

          空気環境　及び　照度　測定箇所　２２室
                 上段　：　室　名
                 中断　：　最大収容人数
                 下段　：　面　積

48名 24名 48名 45名 24名

空調機
室

便所

機器室

機関教材室 自動制御実習室 電気実習室 鑑識写真実習室

55.35㎡

120名

第一合併教室

教材室

２４教室 ２６教室 ２５教室

便所
２０教室

20名
44.4㎡

90㎡ 90㎡

２８教室 ２７教室 ２３教室 ２２教室 ２１教室

78.9㎡ 59.6㎡ 86.9㎡ 85.5㎡ 56.4㎡

海洋情報機材室 小型学科教室 18名 24名 24名 環境実験室

92.8㎡ 102㎡ 102㎡ 50.7㎡ 50.7㎡

３５教室
30名 通信実習室 電子海図情報表示装置実習室 48名 30名 30名 ＬＬ教室

３２教室 ３１教室
第二共用

教室
24名

58.2㎡ 87.5㎡ 60㎡ 60㎡ 56.6㎡

通信
機材室

３４教室
女子
便所

３３教室
教務課
書庫

通信実験室 電波実習室 60名 20名 視聴覚教室
103.6㎡ 76.5㎡

ﾚｰﾀﾞｰARPAｼﾐｭﾚｰﾀｰ実習室 60名 　48名 30名 30名

50.6㎡ 50.6㎡

情報処理教室 　４３教室 第二合併教室
航空

機材室
120名

58.2㎡90㎡ 84.4㎡ 90㎡ 90㎡ 58.2㎡

便所
航行援助
資料室

航海計器実習室 航行援助実習室 鑑識指紋実習室 航行安全実習室 30名 30名

１１教室

３６教室

４２教室

４１教室

［ 教 舎 及 び 第 一 実 験 実 習 棟 配 置 図 ］

別　添　８

第一実験実習棟 ← → 教舎

管制シミュレータ室

ｸｰﾘﾝｸﾞ
ﾀﾜｰ

第二武器実習室 光波実習室 24名

75.6㎥

航行援助
機材室
25.2㎡


